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(54)【発明の名称】複数の視野外障害物を検知するシステム

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
視野外障害物検知システム（１）に用いられ，対象物（３）を知らせるための電波源（５
）であって，
前記電波源（５）は，車両（７）からの電波を受信する受信部（９）と，
前記受信部（９）が前記電波を受信し，前記電波に対応した反射電波を出力する反射電波
出力部（１１）と，
前記反射電波出力部（１１）が反射電波を出力する動作を開始するタイミングを制御する
タイミング制御部（１３）と，を有し，
前記タイミング制御部（１３）は，前記受信部（９）が前記電波を受信した後，前記反射
電波出力部（１１）が反射電波を出力する動作をランダムに開始するように制御する，
電波源。
【請求項２】
請求項１に記載の電波源（５）と，前記車両（７）に取り付けられる視野外障害物検知装
置（２１）と，を有する視野外障害物検知システム（１）であって，
前記視野外障害物検知装置（２１）は，
前記車両（７）からの電波を出力するための電波発生装置（２３）と，
前記電波源（５）からの反射電波を受信する電波受信部（２５）と，
を有する，システム。
【請求項３】
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請求項２に記載のシステムであって，
前記視野外障害物検知装置（２１）は，
第２の視野外障害物検知装置（２２）から出力される第２の電波を受信する第２の電波受
信部（２７）と，
第２の電波受信部が第２の電波を受信した場合に，前記電波発生装置（２３）が出力する
電波のタイミングを制御する第２のタイミング制御部（２９）と，
をさらに有する，
システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明は，視野外障害物を検知するシステムやそれに用いられる電波源に関する。より
詳しく説明すると，この発明は，電波源が電波を受信した後，無線部分の作動開始のタイ
ミングを制御することで，作動開始後に受信した電波を反射するタイミングを制御し，そ
れにより干渉を防止できるシステムや電波源に関する。
【背景技術】
【０００２】
特開２０１８－３６９２０号公報には，視野外障害物検知システムが記載されている。こ
のシステムは，視野外障害物を検知する優れたシステムである。しかし，同時に複数の対
象物から反射電波が出力された場合，反射電波の干渉により測定に誤差が生じる場合や，
特定の対象物からの応答が検出できなくなる場合が起こりうる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１８－３６９２０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
この明細書に記載される発明のひとつは，複数の対象物から反射電波が出力された場合で
あっても，測定誤差を軽減でき，特定の対象物を検出できない事態を軽減できるシステム
や，そのシステムに用いられる電波源を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
上記の課題は，例えば，電波源が電波を受信した後，無線部分の作動開始のタイミングを
制御することで，複数の反射電波による干渉を防止できるという知見に基づく。
【０００６】
この明細書に記載される発明のひとつは，視野外障害物検知システム１に用いられ，対象
物３を知らせるための電波源５に関する。
電波源５は，受信部９，反射電波出力部１１，及びタイミング制御部１３を有する。
受信部９は，車両７からの電波を受信するための要素である。
反射電波出力部１１は，受信部９が受信した電波に対応した反射電波を出力するための要
素である。
タイミング制御部１３は，反射電波出力部１１が反射電波を出力する動作を開始するタイ
ミングを制御するための要素である。
【０００７】
電波源５の好ましい例は，タイミング制御部１３が，受信部９が電波を受信した後，反射
電波出力部１１が反射電波を出力する動作をランダムに開始するように制御するものであ
る。
【０００８】
電波源５の好ましい例は，タイミング制御部１３が，受信部９が電波を受信した後，所定
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期間のみ反射電波出力部１１が反射電波を出力するように制御するものである。
【０００９】
この明細書に記載される上記した発明とは別の発明は，視野外障害物検知システム１に関
する。視野外障害物検知システム１は，上記した電波源５と，車両７に取り付けられる視
野外障害物検知装置２１とを有するシステムである。視野外障害物検知装置２１は，車両
７からの電波を出力するための電波発生装置２３と，電波源５からの反射電波を受信する
電波受信部２５と，を有する。
【００１０】
視野外障害物検知システム１の好ましい例は，視野外障害物検知装置２１が，第２の電波
受信部２７と，第２のタイミング制御部２９とをさらに有するものである。
第２の電波受信部２７は，第２の視野外障害物検知装置２２から出力される第２の電波を
受信するための要素である。
第２のタイミング制御部２９は，第２の電波受信部が第２の電波を受信した場合に，電波
発生装置２３が出力する電波のタイミングを制御するための要素である。
【発明の効果】
【００１１】
電波源が電波を受信した後，無線部分の作動開始のタイミングを制御することで，複数の
反射電波による干渉を防止できる。このため，本発明は，複数の対象物から反射電波が出
力された場合であっても，測定誤差を軽減でき，特定の対象物を検出できない事態を軽減
できるシステムやそのシステムに用いられる電波源を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】図１は，視野外障害物検知システムの構成例を示す概念図である。
【図２】図２は，視野外障害物検知システムの動作例を説明するためのフロー図である。
【図３】図３は，カーナビゲーション画像の例を示す図である。
【図４】図４は，警報表示がなされたカーナビゲーション画像の例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
以下，図面を用いて本発明を実施するための形態について説明する。本発明は，以下に説
明する形態に限定されるものではなく，以下の形態から当業者が自明な範囲で適宜修正し
たものも含む。
【００１４】
図１は，視野外障害物検知システムの構成例を示す概念図である。この明細書に記載され
る発明のひとつは，視野外障害物検知システム１に用いられ，対象物３を知らせるための
電波源５に関する。対象物３を知らせるためのとは，対象物３に物理的に接触（又は接着
）する場合のみならず，対象物３のいずれかの部分と接触し続けることができる場合や，
対象物の所持物（例えば人のかばん）に収容されるなど対象物から所定の範囲に存在し続
けることができる場合も含む。電波源５が，対象物３の存在や位置を知らせることができ
るので，視野外障害物検知システムを用いて対象物３の位置を推測できる。
【００１５】
視野外障害物検知システム１は，主に車両の運転者が視認できない障害物を検知するため
のシステムである。視野外障害物検知システムは，上記した電波源の他，携帯端末によっ
て実現されてもよいし，車両に搭載された視野外障害物検知装置を用いて実現されてもよ
い。このシステムは，例えば，コンピュータにより実現され，コンピュータの各種手段に
より自動的に処理がなされる。
【００１６】
対象物３は，車両を運転する者にとって避けるべき障害物となりうる物を意味する。対象
物３の例は，車，ベビーカー，自転車，人及びペットである。対象物の具体的な例は，人
であり，好ましい対象物は，子供，障害者又は老人である。
【００１７】
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電波源は，視野外障害物検知装置からの電波を受信し，特定の動作を行うことで，車両（
車両に搭載された視野外障害物検知装置）に対し，対象物の存在を知らせるための要素で
ある。電波源は，対象物が所持する携帯端末であってもよいし，対象物に取り付けられる
物であってもよい。電波源は，自ら電波を発生するものであってもよいし，電波を反射す
るものであってもよい。車両の例は，自動車，作業用車両，自動二輪車，及び自転車であ
る。
【００１８】
図１に示されるように，電波源５は，受信部９，反射電波出力部１１，及びタイミング制
御部１３を有する。
受信部９は，車両７からの電波を受信するための要素である。受信部９の例は，アンテナ
である。電波源５は，例えば携帯端末のアプリケーションにより実装できる。つまり，こ
のアプリケーションは，携帯端末の受信部が，電波を受信した場合に，携帯端末の記憶部
から情報を読み出して，携帯端末の反射電波出力部に所定の信号を発信するように制御す
るものであればよい。電波を反射するものの例は，反射板である。具体的な電波源の例は
，靴，校章，ワッペン，ランドセル，携帯端末又はベルトに取り付けられた反射シート又
は反射板である。
【００１９】
電波の周波数や強度は特に限定されない。電波は，マイクロ波帯以下の周波数を有するこ
とが好ましい。この電波の例は，ＩＳＭバンドであり，２．４ＧＨｚ,５ＧＨｚ,及び２７
ＭＨｚといったマイクロ波帯以下の電波であることが好ましい。
【００２０】
反射電波出力部１１は，受信部９が受信した電波に対応した反射電波を出力するための要
素である。反射電波出力部１１は，例えば，出力信号を出力する回路と，回路からの電気
信号を無線信号に変換するためのアンテナとを含む。
【００２１】
タイミング制御部１３は，反射電波出力部１１が反射電波を出力する動作を開始するタイ
ミングを制御するための要素である。タイミング制御部１３が，受信部９が電波を受信し
た後，ランダムに反射電波出力部１１が反射電波を出力する動作を開始するように制御す
るものであってもよい。例えば，電波源５の記憶部は，所定数（例えば１０以上１０００
以下）の遅延時間値を記憶しておく。そして，受信部９が電波を受信した後，記憶部から
ランダムに遅延時間値を読み出す。そして，読み出した遅延時間値に相当する時間後に，
反射電波出力部１１が反射電波を出力する動作を開始すればよい。すると，動作開始後に
受信した電波に基づいて，反射電波が出力されるようになる。タイミング制御部１３は，
受信部９が電波を受信した後，所定期間のみ反射電波出力部１１が反射電波を出力するよ
うに制御するものであってもよい。この所定期間も上記と同様に制御できる。例えば，測
定距離を１５０メートルまでとした場合，往復３００メートルに要する電波の伝搬時間（
電波が測定距離を往復することに要する時間）は1マイクロ秒になる。このため，反射電
波出力部１１が反射電波を出力する所定期間を，上記の伝搬時間の値の０．５倍以上１０
倍以下（上限及び下限は適宜５倍，３倍，２倍又は１倍としてもよい）とすることが望ま
しい。所定期間を上記の伝搬時間の１０倍より大きくすると安定的に測定できるものの，
収容できる端末数が減るという問題も生じ得る。一方，所定期間を上記の伝搬時間の０．
５倍より小さくすると，強い反射波が必要となり，反射波が弱い場合には受信信号の周波
数及び位相の測定感度が低下する場合がある。
【００２２】
次に，視野外障害物検知システム１について説明する。視野外障害物検知システム１は，
上記した電波源５と，車両７に取り付けられる視野外障害物検知装置２１とを有するシス
テムである。視野外障害物検知装置２１は，車両７からの電波を出力するための電波発生
装置２３と，電波源５からの反射電波を受信する電波受信部２５と，を有する。視野外障
害物検知装置２１は，コンピュータによって支援されていてもよい。コンピュータは，電
波発生装置２３が出力する電波を制御するとともに，電波受信部２５が受信した電波（反
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射電波を含む）を解析する。そして，コンピュータは，車両に搭乗する運転手や車両を管
理するシステムに関し，解析した電波に基づいた制御を行う。制御の例は，歩行者の位置
を知らせるための出力を行うものである。
【００２３】
次に，視野外障害物検知システム１の動作例について説明する。
図２は，視野外障害物検知システムの動作例を説明するためのフロー図である。
【００２４】
電波出力工程：Ｓ１１
視野外障害物検知装置２１は，コンピュータの指令に基づいて，電波を出力する（電波出
力工程：Ｓ１１）。この明細書において，「車両７からの電波」は，車両に設置された視
野外障害物検知装置２１や車両に搭載された携帯端末である視野外障害物検知装置２１か
ら出力された電波を意味する。「車両７からの電波」には，車両そのものから出力された
電波のみならず，車両そのものから電波が出力されないものも含む。例えば，視野外障害
物検知装置２１が出力する電波の周波数は，時間とともに変化するものであることが好ま
しい。電波の周波数が時間とともに変化すれば，反射電波を受信した場合に，どのタイミ
ングで出力した電波であるか把握することができる。そのような周波数変化の例は，のこ
ぎり波，三角波，及び正弦波である。そのような電波の例は，周波数掃引信号、及び周波
数ホッピング信号である。コンピュータは，その記憶部に，出力信号の周波数と，その周
波数を出力した時間を記憶する。
【００２５】
電波受信工程：Ｓ１２
電波源の受信部９が，車両７からの電波を受信する（電波受信工程：Ｓ１２）。この際，
対象物が複数存在すると，それぞれの電波源の受信部が，車両からの電波を受信すること
となる。以下，複数の電波源を区別するため，第１の電波源，第２の電波源のようにもよ
ぶ。
【００２６】
タイミング制御工程：Ｓ１３
第１の電波源のタイミング制御部１３は，反射電波出力部１１が反射電波を出力する動作
を開始するタイミングを制御する（タイミング制御工程：Ｓ１３）。例えば，電波源に増
幅器が含まれる場合，増幅器の電源をＯＮにするタイミングを制御する。また，例えば，
電波源に，反射電波を得るための回路が存在する場合，その回路の電源をＯＮにするタイ
ミングを制御する。このタイミングは，時間的なタイミングを意味する。タイミングを制
御するとは，タイミングを調整することを意味する。つまり，この例の電波源は，最初の
電波を受信した段階では，視野外障害物検知装置２１が観測できるような反射電波を出力
できない状態にある。そして，第１の電波源のタイミング制御部１３が，無線部分を動作
可能とすることにより，視野外障害物検知装置２１が観測できるような反射電波を出力で
きるようになる。
【００２７】
第１の電波源のタイミング制御部１３が，無線部分を動作可能とするタイミングは，ラン
ダムであってもよい。無線部分は，電波源のうち無線出力の動作を行う部分を意味する。
上記の例では，例えば，反射電波出力部１１が無線部分に相当する。ランダムとは，例え
ば，あらかじめ複数の時間を設定しておき，最初の電波を受信してから無線部分を動作可
能とするタイミングを，設定したいずれかの時間後となるようにすればよい。つまり，電
波源は，タイミング制御部１３が，受信部９が電波を受信した後，ランダムに反射電波出
力部１１が反射電波を出力する動作を開始するように制御するものであってもよい。この
ような制御は，例えば，コンピュータの記憶部に複数の時間候補を記憶させておき，演算
部がランダムに記憶部に記憶した時間候補を読み出せばよい。そして，読み出した時間に
基づいて，無線部分が動作可能となる時間を調整すればよい。
【００２８】
視野外障害物検知装置２１は，電波を連続的に出力し続けることが想定される。すると，
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電波源の受信部９は，第１の電波の後に視野外障害物検知装置２１から出力された電波を
，引き続き受信する。そして，一定時間のうちに電波源から出力された反射電波は，視野
外障害物検知装置２１により受信されると考えられる。このため，電波源は，無線部分を
動作可能にし続ける必要はない。よって，タイミング制御部１３は，受信部９が電波を受
信した後，所定期間のみ反射電波出力部１１が反射電波を出力するように制御するもので
あってもよい。
【００２９】
反射電波出力工程：Ｓ１４
第１の電波源の反射電波出力部１１は，受信部９が受信した電波に対応した反射電波を出
力する（反射電波出力工程：Ｓ１４）。反射電波出力部１１は，例えば，受信部９が受信
した電波を電気信号に変換し，増幅回路にて信号強度を増幅した後，アンテナを用いて反
射電波として出力してもよい。反射電波出力部１１は，例えば，受信部９が受信した電波
を電気信号に変換し，逓倍回路にて信号の周波数を逓倍した後，アンテナを用いて反射電
波として出力してもよい。逓倍回路は，周波数を整数倍するための回路である。このよう
にして反射電波が電波源から出力される。第１の電波源から出力された反射電波を第１の
反射電波ともよぶ。
【００３０】
第２の電波源及び第３の電波源は，第１の電波源と同様に，それぞれ第２の反射電波及び
第３の反射電波を出力する。第１の電波源，第２の電波源及び第３の電波源の無線部分の
動作が開始されるタイミングが異なっている。このため，これらの電波源が受信する電波
のタイミングや周波数が異なる。そのため，第１の反射電波，第２の反射電波及び第３の
反射電波は，異なるタイミングで出力される。また，これらの反射電波の周波数は，異な
っている。このため，第１の反射電波，第２の反射電波及び第３の反射電波に干渉が生じ
ない。
【００３１】
反射電波受信工程：Ｓ１５
視野外障害物検知装置２１の電波受信部２５が，電波源５からの反射電波を受信する（反
射電波受信工程：Ｓ１５）。電波源が複数の場合，電波受信部２５は，例えば，第１の反
射電波，第２の反射電波及び第３の反射電波を受信する。
【００３２】
解析工程：Ｓ１６
視野外障害物検知装置２１の解析部（コンピュータにより実装される）は，受信した電波
の受信時刻と，周波数を解析する。解析部は，記憶部に記憶した出力電波の周波数を読み
出す。そして，受信した電波と同じ周波数の出力電波がある場合，その出力電波の出力時
刻を読み出す。そして，受信した電波の受信時刻と，出力電波の出力時刻とを用いて，車
両と対象物との距離を演算する（解析工程：Ｓ１６）。記憶部には電波の速度が記憶され
ているので，記憶された速度を読み出して，時刻の差を用いることで，車両と対象物との
距離を推測できる。演算により求められた距離は，記憶部に記憶するとともに，適宜出力
されればよい。このようにして，対象物との距離を求めることができ，その距離に基づく
各種制御を行うことができる。例えば，自動車の速度４０ｋｍ／ｈとして，１０メートル
移動に要する時間である０．９秒以内に１０個の端末を同時に検出することを可能とする
ために，ランダムな開始時間の範囲を９０ミリ秒以下とすればよい。
【００３３】
視野外障害物検知システム１の好ましい例は，視野外障害物検知装置２１が，第２の電波
受信部２７と，第２のタイミング制御部２９とをさらに有するものである。
第２の電波受信部２７は，第２の視野外障害物検知装置２２から出力される第２の電波を
受信するための要素である。物理的には，電波受信部２５が第２の電波受信部２７を兼ね
てもよい。例えば，一つのアンテナが，電波受信部２５及び第２の電波受信部２７として
機能してもよい。
【００３４】
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第２の視野外障害物検知装置２２は，（第１の）視野外障害物検知装置２１が取り付けら
れた車両７とは別の車両に取り付けられた視野外障害物検知装置である。
【００３５】
第２のタイミング制御部２９は，第２の電波受信部が第２の電波を受信した場合に，電波
発生装置２３が出力する電波のタイミングを制御するための要素である。例えば，第２の
タイミング制御部２９は，電波発生装置２３が出力する電波のタイミングを連続的ではな
く，所定間隔ごととなるように制御する。この際，電波発生装置２３が電波を出力する期
間が，電波を出力しない期間よりも短くなるように制御することが好ましい。このように
することで，複数の視野外障害物検知装置からの電波が干渉しあう事態を防止できる。
【００３６】
図１に示されるように，このシステムのある例は，視野外障害物検知装置２１が，解析部
３１，外界センサ３３，警報発生部３５，及び出力部３７を有し，それぞれ情報の授受を
行うことができるように接続されている。上記以外の要素と情報の授受を行うことができ
るようにされていてもよい。解析部３１は，入出力部，演算部，制御部及び記憶部を有し
ている。そして，入出力部から情報が入力された場合，制御プログラムの指令に基づいて
，適宜記憶部から情報を読み出し，演算部に演算処理を行わせ，記憶部に適宜記憶させる
ほか，入出力部から所定の信号を出力できるようにされている。
【００３７】
１又は複数の外界センサ３３が所定方向の画像を撮影する。この場合，先に説明したよう
に，運転手の視野方向の視野を撮影してもよい。外界センサ３３が撮影した画像は，解析
部３１に伝えられる。解析部３１は，例えば，カーナビゲーションシステムや対象物認証
装置（例えば，人認証装置）における記憶部，演算部及び制御部を有していてもよい。す
ると，解析部３１は，外界センサ３３が撮影した画像データと，記憶部が記憶する対象物
に関するデータとを照合して，外界センサ３３が撮影した画像に，人が含まれるか検知す
る。また，カーナビゲーションシステムの記憶部のデータを読み出して，外界センサ３３
による撮影画像が，周囲環境と一致しているか否かの判定を行ってもよい。このようにし
て外界センサ３３は，対象物（例えば人）を特定する。また解析部３１は，撮影画像に基
づいて，対象物の位置を推測する。そのうえで解析部３１は，対象物とその位置情報を記
憶する。この対象物は，ひとつとは限らない。この対象物を視認による対象物とする。
【００３８】
一方，電波受信部２５が対象物からの電波を受信する。この電波は，対象物３の電波源５
が発生するものであってもよいし，電波発生装置２３から発生された電波を対象物３の電
波源５が反射したものであってもよい。解析部３１は，電波受信部１５が受信した電波を
解析し，受信した電波を発した対象物の位置を特定する。例えば，電波が，電波発生装置
２３から発生されたものである場合は，受信した電波の周波数変化（送信した電波と受信
した電波の周波数差）や，受信した電波の方角を用いて，電波を送信した時間と受信した
時間の差を用いて，対象物の位置を特定できる。そのうえで，対象物とその位置情報を記
憶部に記憶させる。この対象物を電波による対象物とする。
【００３９】
解析部３１は，記憶部から，視認による対象物及びその位置，電波による対象物及びその
位置を読み出す。解析部３１は，そのうえで，各対象について，電波による対象物であり
視認による対象物でないものを求める。解析部３１は，視認による対象物でもあり，かつ
電波による対象物でもあるものを求めてもよい。さらに，解析部３１は，視認による対象
物でなく，かつ電波による対象物であるものを求めてもよい。また，所定のルールに従っ
た対象物の存在を求めてもよい。そのうえで，解析部３１は，警報発生部３５へ所定の制
御信号を出力する。警報発生部３５は，警報信号を出力部３７へ出力する。すると，出力
部３７は，警報を出力する。
【００４０】
次に，カーナビゲーションシステムを併用した例を示す。図３は，カーナビゲーション画
像の例を示す図である。
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【００４１】
車両７に取り付けられた電波発生装置２３が電波を放出する。この電波は，例えば，常に
送信され続けていてもよい。一方，カーナビゲーションシステムの記憶部に電波放出地点
（及び進行方向）を記憶しておき，ＧＰＳなどで電波放出地点に到達したと判断した際に
電波発生装置２３が電波を放出するようにしてもよい。また，電波放出地点に到達し，さ
らに所定方向に車両７が進行している場合に，電波発生装置２３が電波を放出するように
してもよい。電波放出地点は，例えば，過去一定以上の事故が発生している個所へ向かう
地点や，壁１２が存在するなど，視界が遮られる位置に向かう地点である。電波放出地点
は，幼稚園や小学校の通学路であってもよい。
【００４２】
警報発生部３５は，所定の条件を満たす場合に，運転手に警告音を鳴らすか，振動や光に
より，注意を促すものであってもよいし，車内の画面に警告を示す文字，アイコン，キャ
ラクタを表示させるものであってもよい。社内の画面の例は，カーナビゲーション端末で
ある。
【００４３】
図４は，警報表示がなされたカーナビゲーション画像の例を示す図である。図４中の矢印
は，カーナビゲーションにより示された車両の進行方向である。また，図４では，人を示
すアイコンが，対象物の位置に点灯している。この例では，対象物３は，壁１２に隠れて
，車両からは視認できない。このように，警報発生部３５は，カーナビゲーション画像に
，壁の背後に，子供などの対象が存在することを示し，運転手に注意を促すことができる
。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
本発明は，自動車産業などにおいて利用されうる。
【符号の説明】
【００４５】
１  視野外障害物検知システム
３  対象物
５  電波源
７  車両
９  受信部
１１  反射電波出力部
１３  タイミング制御部
２１  視野外障害物検知装置
２２  第２の視野外障害物検知装置
２３  電波発生装置
２５  電波受信部
２７  第２の電波受信部
２９  第２のタイミング制御部
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【図１】

【図２】
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【図３】

【図４】
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